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刑事施設における医療倫理の国際的スタンダード（相澤）

はじめに

2002 年に発覚した刑務官による一連の受刑者
暴行致死傷事件（名古屋刑務所事件）は，監獄
法下の日本型行刑を見直す重要な契機となっ
た 1）。この事件をきっかけとして受刑者の死因記
録（死亡帳）等の医療関連情報が開示され，医
療措置や医療体制の不備が指摘された 2）。2003年

1） 2001 年から 2002 年の間，名古屋刑務所の刑務官
らが集団暴行により受刑者3名を死傷させた事件。
革手錠付きベルトで腹部を締め，受刑者 2名を死
傷させた「革手錠事件」と，肛門に消防用ホース
で放水して受刑者 1名を細菌性ショックにより死
亡させた「放水事件」がある。「革手錠事件」では，
当時の刑務官 4名が特別公務員暴行陵虐致死およ
び同致傷で，「放水事件」では，当時の刑務官 4
名が特別公務員暴行陵虐致死でそれぞれ有罪判決
が確定している。

2） 法務省矯正局は，当初そのような記録の存在を否
定していた。死亡帳公開の経緯等に関しては，海

の行刑改革会議提言では，刑事施設における医
療のあり方が重要な論点となり，医療体制全般
の検討と改革の方向性が打ち出された。2006 年
に成立した「刑事収容施設及び被収容者等の処
遇に関する法律」56条は，「刑事施設においては
（……）社会一般の保健衛生及び医療の水準に照
らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ず
るものとする」とした。2015 年には，懸案であっ
た医師不足解消を目的とした「矯正医官の兼業
及び勤務時間の特例等に関する法律」が成立し
た 3）。また一部施設では，医療業務を外部の一般
病院へと委託する試みも実施されている 4）。こう

渡・福島（2007）を参照のこと。
3） 本法の紹介として久家（2016）を参照のこと。
4） 紅野（2016）によれば，月形刑務所，喜連川社会
復帰促進センター，長野刑務所，島根あさひ社会
復帰促進センターおよび美祢社会復帰促進セン
ターにおいて医療業務の外部委託が実施されてい
る。
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本稿の目的は，国際機関（国連，世界保健機構，世界医師会等）の文書等を検討することを通じて，
刑事施設における医療倫理の国際的なスタンダードを明らかにすることである。2000 年代初頭以降，
日本の刑事施設は様々な領域で改革を迫られ，刑事施設における医療のあり方はその最も重要なト
ピックの 1つであった。医療に関する立法や施策が行われる一方で，刑事施設における医療倫理的
課題の研究には，必ずしも十分な関心が払われていない。本稿の検討により刑事施設における医療
倫理の国際的な到達点は以下の通り示された。①医師は患者の最善の利益を追求する義務があり，
患者は適切な医療を受ける権利を有している。この関係性は刑事施設の医療においても妥当する，
②刑事施設の被収容者は，いつでも医師に対するアクセスを有する，③刑事施設で提供される治療
その他の医療的措置は，一般社会と同等の条件でなされる，④医療上の守秘義務およびその例外は，
刑事施設においても一般社会と同様に扱われる，⑤刑事施設の医療においてもインフォームドコン
セントは不可欠である，⑥刑事施設の医療職員は，一般社会と同じ専門職的独立性を有している。
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した諸改革への評価はひとまず置くとしても，
刑事施設における医療のあり方に対して，学問
的および実務的観点からの関心は高まっている。
他方で，刑事施設における医療倫理的課題の
包括的な検討やスタンダードの策定には，諸外
国に比べあまり関心が払われていないのが日本
の現状であるように思われる 5）。その一方で，特
に欧州を中心に，当該領域で先駆的な研究およ
び試みが数多くなされており，日本の刑事施設
医療のあり方を見直す上で示唆に富んでいる。そ
こで以下では，国際連合（United Nations, UN），
世界保健機構（World Health Organization, 
WHO），世界医師会（World Medical Association, 
WMA），欧州評議会閣僚委員会（Committee of 
Ministers of the Council of Europe, CM）およ
び欧州拷問等防止委員会（European Committee 
for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, CPT）等
の国際機関が示している，規則，宣言，声明，
決議，マニュアルおよびガイドライン等を参照
し，刑事施設における医療倫理に関する国際的
なスタンダードを明らかにする。もっとも，こ
れらは刑事施設において一般医療とは異なる特
有の医療倫理が妥当するというのではなく，一
般社会と同じ医療倫理が人間の自由を奪う刑事
施設という特殊な環境下でいかにして貫徹され
うるのかという点に検討の主眼があることに留
意すべきである。諸外国の議論を検討すること
を通じて，今後の当該領域の論考的および実践
的研究に貢献することが本稿の目的である。

5） 柴田・遠藤（2011）は，刑務所服役中に意識障害
で発見され，一般病院に移送された 69 歳の男性
受刑者の事例につき「本症例の医療倫理を考察す
ると，患者本人に意識障害，失語があるため，自
己決定権が行使できず，利益，無害，正義も入院
中は病院任せで，転院では倫理は守られていな
かった。受刑者では発症前の本人の希望，living 
will の確認記録，受刑者に対する倫理的対応の診
療ガイドライン整備が必要であろう」と結論づけ
ている。

Ⅰ　被収容者の患者としての権利と医師の義務

世界医師会は各種の宣言および声明等におい
て，一般的な医師の義務と患者の権利を明らか
にしている 6）。ジュネーブ宣言は，医師が患者の
健康を第 1の関心事とすること，患者の秘密を
本人の死後も守ること，人種，信条および社会
的地位といったあらゆる要因で患者を差別しな
いこと，人命を最大限に尊重すること，ならび
に人権や自由の侵害に医学的知識を利用しない
こと等を宣誓している（WMA 2006a）。医の国
際倫理綱領は，医師の一般的な義務として，専
門的判断の独立性と水準の確保および患者の意
思決定の尊重等，また患者に対する医師の義務
として，生命尊重，患者の最善の利益に基づく
医療の提供，患者への完全な忠誠（loyalty）お
よび守秘義務の尊重等を挙げている（WMA 
2006d）。世界医師会によれば，患者に対する医
師の義務は，法よりも高い基準の行為を要求し
ており，場合によっては医師に非倫理的行為を
求める法に従わないことをも要求する。法が国
によって異なるのに対し，倫理は国境を越えて
適用されると理解されている（WMA 2015: 11―
12）。
これに対し患者の権利に関するリスボン宣言
は，患者の権利に関係する 11 項目を列挙してい
る。主要なものを要約すれば 7），1）良質の医療
を受ける権利として，すべての患者は差別なく，
独立した医師による最善の利益に即した治療を
受ける権利を有する，2）選択の自由の権利とし
て，患者は，担当の医師，病院または健康サー

6） 世界医師会の宣言等は最新のものをホームページ
（2017 年 2 月 23 日 取 得 http://www.wma.net/
en/30publications/10policies/index.html）より参
照した。翻訳があるものについては日本医師会の
ホームページ（2017 年 2月 23日取得 http://www.
med.or.jp/jma/international/wma/003453.html）
より参照したが，引用文中で一部訳語に変更を加
えている箇所がある。

7） 以下，半括弧数字は原文の見出し番号または項番
号を示している。
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ビスを自由に選択かつ変更し，そして他の医師
から意見を求める権利を有する，3）自己決定の
権利として，判断能力のある成人患者は，何ら
かの診断手続きまたは治療に際して同意を与え
るまたは差し控える権利を有し，かつ決定に必
要な情報を得る権利を有する，4）5）省略， 6）
ただし，特別に法が定めるか医の倫理原則に合
致する例外的な場合に限り，患者の意思に反し
た診断手続きまたは治療を行うことができる，7）
情報に対する権利として，患者はいかなる医療
上の記録であっても自己情報を手に入れる権利
を有し，また自己の状況を含む健康状態につい
て十分な説明を受ける権利を有する，8）守秘義
務に対する権利として，患者の健康状態，症状，
診断，予後および治療に関して個人を特定しう
るあらゆる情報および他のあらゆる個人情報は
その死後も守られなければならない。秘密情報
は患者が明確に同意を与えるか，法律に明確に
規定される場合に限り開示することができる，
10）尊厳に対する権利として，患者の尊厳およ
びプライバシーに対する権利は，治療と医学教
育の中で常に尊重される。あわせて同宣言は，
法律，政府の行為または他の行政または慣習が
患者の権利を否定する場合には，医師がこれら
を守るまたは回復させると声明している（WMA 
2005b）。
刑事施設における医師の義務と患者の権利の
関係性は，一般社会と同じ倫理によって規律さ
れると考えられている。2015 年に改訂された被
拘禁者処遇最低基準規則 8）（以下，マンデラ・ルー
ルズとする）32は，「医師およびその他のヘルス
ケア専門職と被収容者との関係は，一般社会に
おいて患者に適用されるものと同じ倫理的およ
び職業的基準によって支配される（governed by 
the same ethical and professional standards as 
those applicable to patients in the community）」
とする（UN 2015）。また国際刑事施設医療業務

8） 改訂の経緯等に関しては，杉山（2016）を参照。

評議会（International Council of Prison Medical 
Services）のいわゆるアテネの誓い（Oath of 
Athens）は，「我々，刑事施設で働く保健医療
専門職は（……）いかなる理由で刑事施設に収
監された者に対しても，偏見なくかつ我々各自
の職業倫理の範囲内で，可能な最善の医療を提
供するよう努めることを誓う」としている（Coyle 
2014: 7）。欧州評議会のマニュアルも同趣旨であ
る（ただし，本マニュアルは必ずしも同会の公
式見解を反映したものではない）（Lehtmets & 
Pönt 2014: 9）。

Ⅱ　医療へのアクセス

医療への自由なアクセスは，受刑者にとって
極めて重要な権利である。欧州評議会のマニュ
アルでは，刑事施設の被収容者は，その拘禁の
執行制度がどのようなものであれ，いつでも医
師へのアクセスを有していなければならないと
されている（Lehtmets & Pönt 2014: 12）。欧州
刑事施設規則 40 の 3 も，被収容者はその法的地
位に関係なく，国の保健サービスにアクセスで
きなければならないとしている（CM 2006）。医
師へのアクセスを保障する具体的な場面として，
拷問等防止委員会は以下の水準を求めている。
はじめに施設への入所時検診である。全ての被
収容者は，入所後可能な限り早い段階で医師に
よる適切な問診を受け，必要であれば健康診断
を受けることが推奨される。その際，施設での
ヘルスケア・サービスや保健衛生を説明したリー
フレット等が提供されることが望ましい。次に
入所中，被収容者はいつでもかつ遅滞なく医師
への診察を申し出ることができなければならな
い。この申し出は封書等によって秘密が守られ
る方法でなされる必要がある。また緊急事態に
備えて，医師はいつでも呼び出しに応じること
ができなければならない。医師が不在の場合に
備えて，応急措置が可能な者が施設に常駐して
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いなければならず，これは看護師の資格を持つ
者であることが望ましい。最後にフォローアッ
プである。施設での外来治療はヘルスケア・ス
タッフによって適切に監督されるべきであり，
被収容者自身のイニシアティブに任せるのは不
十分である（CPT 2011: 39）。

Ⅲ　医療の同等性

拷問等防止委員会によれば，不適切な水準の
医療は直ちに「非人道的および品位を傷つける
取り扱い」の範囲に含まれる状況に至りうる
（CPT 2011: 38）。刑事施設で提供される医療は
「外部社会で患者が享受するものと同等の条件
（in conditions comparable）」でなければならな
い（CPT 2011: 40）。マンデラ・ルールズ 24 は，
「一般社会において利用可能なものと同じ基準
（same standards）」（UN 2015）とする。欧州刑
事施設規則 40 の 2 は，刑事施設の保健政策が「国
の保健政策に統合され，かつ同等のもの
（integrated into, and compatible）」であるべき
としている（CM 2006）。このケアの同等性
（equivalence of care）は，医療や看護のみなら
ず，適切な食事，理学療法，リハビリテーショ
ンおよび他の必要な専門的ケアにおいても要求
される（Lehtmets & Pönt 2014: 11）。そのため
刑事施設の医療設備は，被収容者に適切なケア
を提供するために十分なスタッフと機器が備
わっていなければならない（UN 2015）。もっと
も，刑事施設がこうした要求を満たすことはし
ばしば困難であり，地域の民間病院等との連携
の必要性が強調される。ここには民間病院への
移送体制の整備が含まれるが，このことがしば
しば保安上の問題をもたらしうる。この点，欧
州評議会のマニュアルは，治療を受けるために
民間病院に移送された受刑者がベッドや家具に
物理的に拘束されてはならないとしている。保
安的要請を満たす他の手段が検討されなければ

ならず，病院内に特別のユニットを設けること
は，そのありうる方法の 1つと考えられている
（Lehtmets & Pönt 2014: 11）。
なお欧州評議会閣僚委員会は，刑事施設にお
ける医師へのアクセスと医療の質という観点か
ら，施設のヘルスケアを一般医療サービスへ統
合することを推奨している（CM 1998）9）。

Ⅳ　医療上の守秘義務

医療上の守秘義務（confidentiality）の問題は，
刑事施設医療において特有の問題を提起する。
欧州評議会のマニュアルによれば，刑事施設に
おける医療上の守秘義務は，一般国民に対する
ものと同じ程度の厳格さで保持かつ尊重されな
ければならない（Lehtmets & Pönt 2014: 12）。
この点につき，同マニュアルは以下の水準を要
求している。被収容者によるヘルスケア・サー
ビスへのアプローチは，封書等による秘密が守
られた手段によらなければならない。刑事施設
の職員は，被収容者からの診察の申し出を選別
してはならない。被収容者は集団ではなく個別
に診察を受け，その際，非医療従事者は同席し
てはならない。診察中，被収容者は手錠をされ
てはならず，保安職員は声が届く範囲の外かつ
視野の外にいなければならない。ただし，医師
または看護師がこれを求める場合には例外が認
められうる。診察中に突然，被収容者が興奮ま
たは威迫するような例外的な状況に備えて，医
師によるコール・システムを設置することはあ
りうる解決策の 1つである。薬剤の配布は原則
として医療専門職によって行われるが，やむを
得ず刑事施設の職員にこれを委託することがあ
りうる。その際，あらかじめ医療職員が薬剤を
服薬ボックスに詰めておき，薬剤の名前と量が

9） Coyle（2014: 7）によれば，刑事施設の医療が国
の一般医療へ統合された例としてノルウェー，フ
ランスおよび英国がある。
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配布する職員に知られないようにする必要があ
る。被収容者の医療ファイルを保管する責任は
医師にある。被収容者の移送の際には，秘密が
守られる方法を用いて受け入れ先の医師に送付
されなければならない（Lehtmets & Pönt 2014: 
12―13）。ただし一般的な倫理原則と同様に，患
者自身または第三者に対する危害が差し迫って
おり，守秘義務に反する以外に当該危害を回避
することが不可能な場合には，患者の情報を開
示することは倫理に反しない（WMA 2006d）。

Ⅴ　医療措置への同意と拒否

原則として，医療専門職は患者の同意なしに
検査および治療を行なってはならない。判断能
力のある患者は，誰でも治療または他の医療的
介入を自由に拒否することができる。この基本
原則に対する例外は，法に基づき，一般社会で
適用されうる例外的状況に明確かつ厳格に関連
する場合にのみ許される。この点は，刑事施設
の医療においても変わるところはないとされる
（Lehtmets & Pönt 2014: 15）。マンデラ・ルー
ルズ 32（b）は，自己の健康に関する被拘禁者
の自律性と患者―医師間のインフォームドコンセ
ントの厳守を要求している（UN 2015）。また真
の同意には適切な情報が不可欠である。その際
考慮されるべきは，刑事施設の被収容者にしば
しば見られる非識字，理解力の困難および言語
の壁である。特に治療への不同意の場合，患者
が自らの決定の意味を理解しているのかどうか，
そして患者が当該決定をいつでも撤回できるこ
とを知らされているのかどうか，医師は確認す
る必要がある（Lehtmets & Pönt 2014: 14）。
患者の治療への同意と拒否に関連して，被収
容者によるハンガー・ストライキは，刑事施設
の医療において困難な問題を生じさせる。この
局面では，身体の完全性および生命の保護に対
する当局（または医師）の義務と，身体の自由

処分に対する個人的権利という 2つの価値の衝
突が起こる。こうした状況は刑事施設のヘルス
ケア職員にとって難問であり，しばしばそのプ
レッシャーは医師へとかかってくる。行刑もし
くは司法当局が医師の決定を操作することさえ
考えうる（Restellini & Restellini 2014: 14）。こ
の問題に関して，拷問等防止委員会は，各国訪
問レポートの中でかつて検討したことがあった。
それによれば，国の関係当局は，被収容者に対
するケアの義務を有している。この義務には自
殺および他の死または不可逆的ダメージをもた
らす行為の予防を伴う，被収容者の生命の保護
が含まれる。したがってハンガー・ストライカー
に対する意思に反した栄養投与の判断は，不可
逆的な身体へのダメージまたは死から被収容者
を保護するために原則的に正当化されうるとし
ていた。他方で，欧州における各国法制度の大
多数は，関連する国際的な医療倫理綱領と同じ
く，たとえそれが当人の生命を救うものであっ
ても，判断能力のある成人は医療措置の拒否を
選択することができるとしている（Lehtmets & 
Pönt 2014: 41）10）。ハンガー・ストライカーに関
する世界医師会マルタ宣言も，基本的には後者
の立場である。要約すると，1）医師は個人の精
神能力（mental capacity）を査定しなければな
らない。ここには断食意思が本人の健康への判
断能力を深刻に衰退させる精神的減退によるも
のでないかの確認が含まれる，2）医師は可能な
限り早期にハンガー・ストライカーの病歴を手
に入れなければならない。医師は彼らに平易な
言葉で断食による不利益な結果を説明しなけれ
ばならない，3）ハンガー・ストライカーの全身
検査は，断食の当初に行われなければならない，
4）一定の介入への拒否が感染症または苦痛の治

10） フランスもそのような国の 1つである。適切な情
報，拒否理由の理解，自己決定阻害要因の評価と
除去，医師と患者による議論といった一定のプロ
トコルに従ったうえで，場合によっては患者の死
が許容される（Elger 2006）
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療といった他の医療的ケアを否定してはならな
い，5）医師は秘密かつ他の者に声が届かない場
所で，ハンガー・ストライカーと話し合いをし
なければならない，6）医師は食料または治療の
拒否が個人の自発的な選択であるということを
確信している必要がある。医師または他のヘル
スケア職員は，ストライキを止めさせるために
ハンガー・ストライカーに何らかの不当な圧力
をかけてはならない，7）治療または人口栄養の
拒否を良心を理由に固守することができない医
師は，最初の時点でそのことを明確にし，これ
が可能な別の医師を紹介しなければならない，
8）医師とハンガー・ストライカーの間の継続的
なコミュニケーションは決定的に重要である。
ハンガー・ストライカーがもはや意味のあるコ
ミュニケーションをとることが不可能となった
時でも，医師は毎日その者の意思を確認しなけ
ればならない，9）意識が失われた時のためにハ
ンガー・ストライカーによる何らかの事前指示
（advance instruction）が検討される必要がある。
事前の治療拒否要求は，それが能力のある時点
での本人の自発的な希望を反映している限り尊
重される，10）仮に当事者と議論が不可能であり，
かつ事前の指示も存在しないのであれば，医師
はその者の最善の利益と考えることに従い行動
すべきである。このことは，ハンガー・ストラ
イカーの身体的な健康のみならず，その事前に
表明された希望ならびに個人的および文化的価
値観を考慮することを意味する，11）医師は，
例えば治療拒否の事前指示が脅迫のもとで作成
されたと思われるという理由から，これに従わ
ないことを正当と見なすことができる，12）人
工的な栄養投与は，判断能力のあるハンガー・
ストライカーの同意があれば倫理的に妥当なも
のとなりうる。同様に，判断能力のない者が栄
養投与を拒否する事前指示を残していない場合
も許容されうる，13）強制栄養は倫理的には決
して許されない。たとえ本人の利益となること

が意図されていても，脅迫，強制，実力または
拘束手段の使用が伴う栄養投与は，非人道的お
よび品位を傷つける取り扱いの一形態となる
（WMA 2006c）。刑事施設等におけるハンガー・
ストライカーの取り扱いに関しては，国内の医
師会，医療専門職ならびに医療倫理専門家が共
同して厳格なプロトコルを作成する必要があろ
う。

Ⅵ　医療専門職の自律性と独立性

1　一般的な事項
刑事施設の医療専門職は，二重義務またはデュ
アルロイアルティー（dual loyalty）の危険に常
にさらされている。彼らの患者，つまり疾病に
罹患した被収容者に対するケアの義務は，しば
しば施設の管理や保安，場合によっては社会の
安全への考慮と対立する。この点につき，世界
医師会は専門職的自律性（professional autonomy）
と臨床的独立性（clinical independence）に関す
るソウル宣言において，以下のように声明して
いる。専門職的自律性と臨床的独立性の中心的
な要素は，個々の医師が患者のケアおよび治療
において外部の団体や個人から不当な干渉を受
けずに，その職業的判断を自由に行使すること
を保障するところにある。政府および行政機関
が臨床的独立性に不合理な制約を課すことは，
少なくとも患者と医師との関係に不可欠な信頼
を失う恐れがあるという点で，患者の最善の利
益に反する（WMA 2008）。また医師と大学関係
者からなる国際デュアルロイアルティー・ワー
キンググループ（International Dual Loyalty 
Working Group, IDL）は，刑事施設で働く実務
家向けのガイドラインにおいて次のように述べ
ている。医療専門職は常に患者の最善の利益に
基づき行動すべきであり，デュアルロイアル
ティーの状況においてもその目的は変わらない。
医療専門職は不当な外部からの干渉なく，独立
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した臨床的および倫理的判断を下す確実な権利
を有している。しかし，医療専門職は，しばし
ば国または第三者から医療情報の無視，改ざん
または隠蔽を要求されることがあり，医療専門
職を援助する仕組みが必要とされる（IDL 
2002）。
医師をはじめとした医療専門職の自律性と独
立性が問題となる具体的ないくつかの局面があ
る（拷問等への関与の禁止は次項でふれる）。第
1に死刑手続きへの関与である。国際デュアル
ロイアルティー・ワーキンググループは，医療
専門職は執行直前または執行後に行われる検査
も含み，どのような方法，または手続きのどの
段階においても死刑に関与すべきでないとして
いる（IDL 2002）。第 2に保安目的等から医学知
識または技術の転用を当局等から要請される場
合である。国連の医療倫理原則 3は，身体また
は精神の健康を評価，保護および促進する目的
以外の医師－患者の関係性を禁じ，同原則 4（a）
は被収容者への尋問を援助するための医学知識
や技術の転用を倫理原則違反としている（UN 
1982）。世界医師会は身体検査に関する声明の中
で，特に体腔検査（body cavity search）は医療
的な訓練を受けた者がすべきであるが，被収容
者に医療を提供する医師が自ら遂行してはなら
ないとしている（なお本声明は当該検査自体を
最終手段とすべきとしている）（WMA 2005a）。
第 3 に上記にも関係するが，懲罰手続きへの関
与である。とりわけ厳正独居拘禁（solitary 
confinement）またはそれに類する処分の意思決
定手続き（適性判断等）に医師は関与してはな
らない。ただし，既に厳正独居拘禁に付されて
いる者の健康状態に責任を持つのは，刑事施設
の医療職員である。医療職員は各措置の実施を
知らされなければならず，実施後直ちに，それ
以降は少なくとも 1 日 1 回被収容者を訪問し，
適切な援助と治療を提供しなければならない。
また被収容者の健康状態が深刻なリスクにさら

されている場合，直ちに刑事施設の長に報告し
なければならない（Lehtmets & Pönt 2014: 24）。
欧州刑事施設規則 43 の 2 以下も同趣旨である
（CM 2006）。マンデラ・ルールズ 46 も同様に，
医療職員が規律違反に対する制裁その他の制限
措置を科すことに関していかなる役割も果たす
べきではないとしている（UN 2015）。

2　拷問等からの保護
拷問およびその他の残虐な，非人道的もしく
は品位を傷つける取り扱いまたは刑罰からの被
収容者の保護に関する医師等の役割は，刑事施
設の医療において特有の問題領域を形成する。
様々な国際的倫理基準および規則において，関
心が向けられる分野である。
マンデラ・ルールズ 32（d）は，積極的であ
るか消極的であるかを問わず，医療職員の拷問
等への関与を絶対的に禁止し，同 34 はこれら徴
候を認めた場合の記録と関係当局への報告を医
療職員に要求している（UN 2015）。また拷問等
に関する効果的な調査と記録のためのプロトコ
ルが国連により出されている（UN 2004）。世界
医師会による拘禁下にある者への拷問等に関す
る医師のためのガイドラインを示した東京宣言
は，医師による人命の尊重と人道に反する医学
知識の使用禁止を求め，以下の 7点を声明して
いる。要約すると，1）医師はいかなる者に対し
ても拷問等の実施を支持，黙認または参加して
はならない，2）医師は拷問等を容易にするまた
はそれらに対抗する被害者の能力を減じる，い
かなる建物，器具，薬剤または知識を提供して
はならない，3）尋問を受ける被収容者に医療支
援を与える医師は，医療情報に対する守秘義務
に留意し，ジュネーブ条約違反があれば関連当
局に報告すべきである。また医師は，医学知識
もしくは技能または特定個人に対する医療情報
を，それら個人の尋問を容易にしまたは助ける
ために用いる，または用いられてはならない，4）
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医師は拷問等が用いられる，または威迫される
場面に同席してはならない，5）医師は医療上責
任を負う者のケアに対して判断を下すにあたり，
臨床上完全な独立を有していなければならず，
いかなる個人的，集団的または政治的動機も優
先してはならない，6）判断能力があると見なさ
れる被収容者が食物を拒否する場合，医師はそ
の者に対して人工的な栄養投与をしてはならな
い。判断能力の判断は少なくとも 2名の医師に
よって確認されなければならない，7）世界医師
会は拷問等の黙認を拒否したために脅迫または
報復に直面している医師およびその家族を支援
し，かつ国際団体，各国医師会およびその同僚
にそうした医師等を支援するよう奨励すべきで
ある（WMA 2006b）。この最後の点に関して，
拷問等への関与を拒否する医師の支援に関する
世界医師会の宣言がある。それによれば，医療
専門職組織は医師として人道に資することに誇
りを持ち，倫理違反行為に反抗するよう医師ら
を奨励し，困難に直面している医師を支援する
責任を有する。世界医師会は，医師の拷問等へ
の関与に対して国際的に反対し，これに反抗す
る医師に支援と保護を提供するとともに，各国
医師会にそれを行うよう要求する（WMA 
2007a）。拷問等に関する医師の記録と告発に関
する世界医師会の決議は次のように述べている。
要約すると，1）医師による注意深いかつ一貫し
た拷問等の記録と告発が被害者の保護に資する，
2）拷問等の後遺症の確認および被害者の治療を
行なった医師は人権侵害の特権証人（privileged 
witnesses）である，3）心理的な後遺症の結果，
拷問等の被害者は自ら告発することがしばしば
できない，4）医師による拷問等の記録と告発が
ないことは，被害者にとって許容や無助力と見
なされうる，5）にもかかわらず医療倫理綱領や
法律の中に一貫しかつ明白な医師の義務に関す
る言及がない。以上を認識したうえで，世界医
師会は各国の医師会に次のように勧奨する。主

要なものを要約すると，1）被拘禁者または拷問
等の被害者による独立したヘルスケアへの即時
的なアクセスの確保，2）省略，3）拷問等の効
果的な調査と記録に関するイスタンブール・プ
ロトコル（UN 2004）の普及，4）証拠として使
用可能な記録を作成するために，各種拷問等の
特定に関する医師の訓練の推進，5）6）7）省略，
8）医師による拷問等の兆候の査定および記録に
よって，被拘禁者を危険にさらさないような手
続き上の予防措置の組み入れ，9）各国の倫理規
則および法制度における，医師の拷問等に関す
る報告義務の確認，報告における守秘義務の例
外の定立，ならびに被害者の報告による危害回
避に対する医師への注意喚起，の採択である
（WMA 2007b）。

むすびにかえて

以上，必ずしも網羅的ではないが，国際機関
の規則等を検討することで，刑事施設における
医療倫理の国際的なスタンダードが明らかに
なったように思う。要約すると，①医師は患者
の最善の利益を追求する義務があり，患者は適
切な医療を受ける権利を有している。この医師
と患者の関係性は，刑事施設の医療においても
妥当する，②刑事施設の被収容者は，その拘禁
の執行制度を問わずいつでも医師に対するアク
セスを有していなければならない，③刑事施設
における医療の水準は，一般社会と同じ基準ま
たは条件でなければならない，④医療上の守秘
義務は，刑事施設においても一般社会と同じ程
度の厳格さで尊重されなければならず，これ対
する例外も一般社会と同等の原理によって許容
される，⑤医師等の医療専門職は，患者の同意
なしに検査および治療を行なってはならず，刑
事施設の医療においてもインフォームドコンセ
ントは厳守されなければならない，⑥刑事施設
の医療専門職は，外部からの不当な干渉なく，
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独立した臨床的および倫理的判断を下す権利を
有している。医師の拷問等への関与は絶対的に
禁止される。
刑事施設における医療倫理に関する国際的な
一致点を明らかにするという本稿の性質上，個
別具体的な論点に踏み込んで検討することはで
きなかった。被収容者の医療アクセスを確保す
る体制や手続き，医療情報保護システムならび
にハンガー・ストライカーへの対応プロトコル
等に関しては，諸外国の法制度や実務を踏まえ
たより一層の検討が必要である。また医療倫理
研究には，実務を反映したケース・スタディが
欠かせない。そのためには，法学研究者のみな
らず刑事施設医療に携わる医療専門職との共同
研究も必要となる。加えて刑事施設における精
神科医療をめぐる倫理的課題は，それ自体極め
て広大かつ専門的な研究領域を形成している。
本稿で明らかにされた国際的な刑事施設の医療
倫理スタンダードを，こうした個別領域にどの
ように適用しうるのかといったさらなる論考的
および実践的検討は今後の課題としたい。
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Practice & Discussion

International Standards of Medical Ethics in Prison

AIZAWA Ikuo
（Ritsumeikan Global Innovation Research Organization, Ritsumeikan University）

The purpose of this study was to evaluate the international standards of medical ethics in prison 
in reference to documents released by international organizations（e.g., the United Nations, the 
World Health Organization, the World Medical Association, etc.）. Since the beginning of this 
century, the Japanese prison system has required reforms in various areas, with prison health 
care service being one of the most important issues. While several legislations and reforms have 
been implemented, less attention has been paid to ethical issues in the medical practice at penal 
institutions. This study clarifies the ethical standards of prison health care from the international 
standpoint as follows:（1）The relationship between the duties of the doctor for the patient’s best 
interests and the rights of the patient to adequate medical care is relevant to the prison health 
care service.（2）Prisoners should have an access to a doctor at all times.（3）The provision of 
prison health care services, which include medical treatment and nursing care, as well as 
appropriate diets, physiotherapy, rehabilitation and any other necessary special facilities, should be 
comparable to that enjoyed by patients in the outside community.（4）Medical information should 
be treated in the same manner as in public hospitals.（5）Informed consent is essential in prison 
health care.（6）The prison health care staff should have the same professional independence as 
their professional colleagues working in the community.
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